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「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に 

対する指導監督の徹底について」の一部改正について 

  

 社会福祉法人の認可等並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監

督については、｢社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福

祉施設に対する指導監督の徹底について｣（平成 13年 7月 23 日雇児発第 488 号、

社援発第 1275 号、老発第 274 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援

護局長、老健局長連名通知）により定められておりますが、今般、当通知を別

添のとおり改正し、平成 30 年４月１日から適用することといたしました。 

 各都道府県、指定都市及び中核市におかれましては、本通知の内容等をご了

知いただき、適切な認可等に当たっていただくとともに、貴管内の市町村（指

定都市及び中核市を除き、特別区を含む。）に対して周知いただきますようお

願いいたします。 

  


